
年
末
調
整
で
は
で
き
な
い
医
療

費
控
除
や
住
宅
借
入
金
等
特
別
控

除
な
ど
を
税
務
署
に
申
告
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
所
得
税
の
一
部
ま

た
は
全
部
が
還
付
さ
れ
ま
す
。

手
続
き
の
際
は
、
給
与
や
年
金

な
ど
の
源
泉
徴
収
票
と
各
種
控
除

証
明
書
な
ど
必
ず
原
本
を
ご
用
意

く
だ
さ
い
。

ま
た
、
医
療
費
控
除
の
申
告
を

す
る
方
は
、
あ
ら
か
じ
め
医
療
費

明
細
書
の
作
成
も
お
願
い
し
ま
す
。

●
医
療
費
控
除

あ
な
た
が
ご
自
分
や
ご
家
族

（
同
一
生
計
）
の
病
気
や
け
が
な

ど
に
よ
り
支
払
っ
た
医
療
費
が
一

定
額
を
超
え
た
と
き

●
会
社
な
ど
を
中
途
退
職
し
た
人

平
成
22
年
中
に
会
社
な
ど
を
退

職
し
、
年
末
調
整
を
し
て
い
な
い

と
き還

付
申
告
の
受
付

上
尾
税
務
署
で
は
、
1
月
4
日

か
ら
還
付
申
告
書
の
提
出
が
で
き

ま
す
。

ま
た
、
町
で
も
左
記
の
日
程
で

受
け
付
け
ま
す
。
た
だ
し
、
譲
渡

所
得
や
贈
与
税
の
申
告
相
談
な
ど

は
、
町
で
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ

ん
の
で
、
上
尾
税
務
署
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

受
付
日
時

2
月
9
日
�
・
2
月

10
日
�
9
時
〜
15
時
30
分

場
所

役
場
3
階
第
1
会
議
室

還
付
申
告
の
問
合
せ

●
税
務
課
町
民
税
係
9
2
1
5
2

●
上
尾
税
務
署
個
人
課
税
第
一
部

門
（
申
告
案
内
窓
口
）

�
7
7
0
┃
1
8
0
0
（
自
動
音

声
案
内
）

上
尾
市
大
字
西
門
前
5
7
7

〈
お
願
い
〉
上
尾
税
務
署
で
は
、

確
定
申
告
等
に
つ
い
て
は
ｅ
│
Ｔ

ａ
ｘ
の
ご
利
用
を
お
願
い
し
て

い
ま
す
。

期
日

2
月
2
日
�
〜
15
日
�

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

場
所

最
寄
り
の
各
税
理
士
事
務

所対
象

①
年
金
受
給
者
（
年
金
収

入
が
6
0
0
万
円
以
下
）
②
給
与

所
得
者
（
給
与
収
入
6
0
0
万
円

以
下
）
で
医
療
費
控
除
を
受
け
よ

う
と
す
る
人
③
平
成
22
年
中
の
退

職
者
④
年
末
調
整
が
済
ん
で
い
な

い
人

申
込
み

電
話
で
関
東
信
越
税
理

士
会
上
尾
支
部
ま
た
は
最
寄
り
の

税
理
士
事
務
所
へ
（
9
時
30
分
〜

16
時
ま
で
）

関
東
信
越
税
理
士
会
上
尾
支
部

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
7
7
6
┃
8
7
7
7

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
7
7
6
┃
8
3
2
2
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所得税の�
還付申告はお早めに�

所得税の�
還付申告はお早めに�

所得税の�
還付申告はお早めに�

所得税の還付申告は�
お早めに�

所得税の還付申告は�
お早めに�

－上尾税務署では 1 月 4 日から受け付けています－�

所得税の�
還付申告はお早めに�

所得税の�
還付申告はお早めに�

所得税の還付申告は�
お早めに�

所得税の還付申告は�
お早めに�

関
東
信
越
税
理
士
会

か
ら
の
お
知
ら
せ

〜
無
料
申
告
相
談
〜

国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保
険

料
お
よ
び
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
は
、
所
得
税
や
住
民
税
の
申
告

で
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
所
得

か
ら
差
し
引
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

普
通
徴
収
（
納
付
書
ま
た
は
口

座
振
替
）
で
納
付
し
た
方
に
は
、

平
成
22
年
中
の
納
付
額
を
記
載
し

た
「
納
付
額
確
認
書
（
社
会
保
険

料
控
除
用
）」
を
、
1
月
下
旬
に
納

付
義
務
者
あ
て
に
送
付
し
ま
す
。

な
お
、
こ
の
確
認
書
に
は
特
別
徴

収
（
年
金
天
引
）
分
は
含
ま
れ
て

い
ま
せ
ん
の
で
、
年
金
支
払
機
関

（
日
本
年
金
機
構
な
ど
）
か
ら
送

付
さ
れ
る
源
泉
徴
収
票
等
で
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。（
障
害
年
金
、
遺

族
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
た
方
に

は
源
泉
徴
収
票
は
送
付
さ
れ
ま
せ

ん
の
で
、
納
付
額
の
確
認
が
必
要

な
方
は
、
各
担
当
へ
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。）

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
1
月
1

日
時
点
で
の
土
地
、
家
屋
の
利
用

状
況
を
も
と
に
算
出
し
て
お
り
、

例
年
現
地
調
査
を
年
末
年
始
に
行

っ
て
い
ま
す
。
次
の
事
項
に
該
当

す
る
方
は
翌
年
度
の
税
額
が
変
わ

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
町
に

連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

・
土
地
の
利
用
を
変
更
し
た
方

（
駐
車
場
な
ど
に
利
用
し
始

め
た
等
）

・
家
屋
の
全
部
あ
る
い
は
一
部

を
取
り
壊
し
た
方
（
家
屋
を

取
り
壊
し
た
が
滅
失
登
記
を

し
て
い
な
い
な
ど
、
登
記
が

残
っ
て
い
る
と
課
税
が
そ
の

ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と

が
あ
り
ま
す
。）

・
自
宅
を
店
舗
や
事
務
所
等
に

変
更
し
た
方

・
店
舗
や
事
務
所
等
を
居
住
用

に
変
更
し
た
方
な
ど

3

税
務
課
固
定
資
産
税
係
9
２

１
５
４

土
地
や
家
屋
の
利
用
方
法
が
変
わ
っ
た
方
へ

国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保

険
料
・
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
の
納
付
額
確
認
書
（
普

通
徴
収
分
）
を
送
付
し
ま
す

内　容� 問合せ�

国民健康�
保険税�

住民課国民健康�
保険係9２１１６�

介護保険料� 福祉課介護保険�
管理係9２１２４�

後期高齢者�
医療保険料�

福祉課医療係�
9２１２９�
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償
却
資
産
と
は
、
事
業
を
営
む

個
人
（
法
人
）
が
使
用
し
て
い
る

事
業
用
資
産
を
い
い
ま
す
。

こ
の
償
却
資
産
は
固
定
資
産
税

の
対
象
と
な
る
た
め
、
事
業
主
は

1
月
1
日
に
所
有
す
る
資
産
の
内

容
を
、
事
業
を
営
ん
で
い
る
場
所

の
市
町
村
長
に
申
告
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
ア
パ
ー
ト
経
営

や
農
業
経
営
な
ど
で
も
償
却
資
産

の
申
告
対
象
と
な
る
も
の
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

な
お
、
申
告
等
に
つ
い
て
不
明

な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
税
務
課

固
定
資
産
税
係
9
２
１
５
４
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
告
期
限

平
成
23
年
1
月
31
日
�

申
告
を
要
す
る
人

償
却
資
産
を
町
内
に
所
有
す
る

人
、ま
た
は
貸
し
付
け
て
い
る
人
。

（
な
お
、
平
成
23
年
1
月
1
日
前

1
年
以
内
に
廃
業
、
解
散
ま
た
は

課
税
対
象
資
産
が
な
く
な
っ
た
場

合
で
も
、
整
理
の
都
合
上
、
申
告

書
に
そ
の
旨
を
記
入
し
て
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。）

償
却
資
産
の
種
類

●
構
築
物
＝
広
告
塔
、
看
板
、
門
、

塀
、
農
林
業
用
構
築
物
、
露
天
式

立
体
駐
車
場
設
備
、
舗
装
そ
の
他

土
地
に
定
着
す
る
土
木
設
備
な
ど

●
機
械
お
よ
び
装
置
＝
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
、
工
作
機
械
、
揚
重
機
、
運

搬
装
置
、
製
造
・
加
工
設
備
、
建

設
機
械
な
ど

●
車
両
お
よ
び
運
搬
具
＝
ブ
ル
ド

ー
ザ
ー
な
ど

●
工
具
、器
具
お
よ
び
備
品
＝
机
、

い
す
、
ロ
ッ
カ
ー
、
陳
列
ケ
ー
ス
、

電
動
工
具
、
冷
暖
房
機
器
、
測
定

機
器
、
事
務
機
器
、
医
療
機
器
、

き
の
こ
栽
培
用
ほ
だ
木
、
無
人
駐

車
管
理
装
置
、
金
型
な
ど

申
告
を
要
し
な
い
資
産

①
耐
用
年
数
1
年
未
満
ま
た
は
取

得
価
額
10
万
円
未
満
の
償
却
資

産
で
一
時
に
損
金
算
入
ま
た
は

必
要
経
費
に
算
入
し
た
も
の

②
取
得
価
額
が
20
万
円
未
満
の
償

却
資
産
で
一
括
償
却
資
産
と
し

て
3
年
均
等
償
却
を
行
っ
て
い

る
も
の

③
家
庭
用
に
使
用
さ
れ
る
資
産

④
自
動
車
税
、
ま
た
は
軽
自
動
車

税
の
課
税
対
象
で
あ
る
自
動
車
、

原
付
自
転
車
な
ど

町
で
は
、
昨
年
度
よ
り
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
電
子
申
告

シ
ス
テ
ム
（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
「
e

L
T
A
X
」
と
い
い
ま
す
。）
で
、

償
却
資
産
の
申
告
が
可
能
と
な
り

ま
し
た
。

な
お
、
利
用
や
申
告
に
つ
い
て

詳
し
く
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
暮
ら
し
の
ガ
イ
ド
「
税
金
」）
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

9

農業振興地域に指定されている農用地を住宅などの建築や
その他農地以外の用途に使用する場合は、あらかじめ農用地
区域から除外することや、その他の法令に基づく許可等を得
る必要があります。
昭和48年に策定された農業振興地域整備計画により、集団
農用地の確保と農業の健全な発展を図るため、農用地として
指定されている土地には、一般の建物を建築することなどが
規制されています。このため、まず農用地から除外する手続
きが必要となります。
申請の受付は 2 月と 8 月の年 2 回となり、 2 月は 1 日から
28日までの受付期間となっています（土・日曜日、祝日を除く）。

町では、町が管理する防犯灯、道路照明灯、カ
ーブミラーに管理番号シールを貼付することにし
ました。
貼付作業は、今月から「伊奈町シルバー人材セ
ンター」が行います。敷地内に入っての作業とな
る場合には、お声がけしますので、ご協力をお願
いします。
また、貼付作業終了後、防犯灯や道路照明灯の
球切れ、カーブミラーの修繕については、管理番
号をお知らせくださいますようお願いします。
作業期間 1 月 4 日～ 2 月28日
貼付位置 ポール、電柱とも地面よりおよそ 2 ｍ
管理番号シール見本
○防犯灯・道路照明灯
（縦 7 ㎝×横15 ㎝）

○カーブミラー（道路反射鏡）
（縦 7 ㎝×横12㎝）

3 生活安全課9２２８２ 3 産業振興課9２２３２

申請に必要な書類
・事業計画を記入する申請書
・理由書
・位置図
・案内図
・配置図

・公図の写し
・登記簿謄本
・土地所有者の同意書
・印鑑証明書
・その他事業計画によって
添付書類が異なります。

01-01-001�
伊奈町�防　犯　灯�道路照明灯�

01-001�
伊　奈　町�
道路反射鏡�

農用地の除外申請防犯灯等管理番号シール
貼付作業を実施します

償
却
資
産
の
申
告
は�

1
月
31
日
（
月
）
ま
で
で
す�

償
却
資
産
の
申
告
は�

1
月
31
日
（
月
）
ま
で
で
す�

償
却
資
産
に
係
る�

固
定
資
産
税
電
子�

申
告
の
ご
案
内�

償
却
資
産

償
却
資
産
の
申
告
は

の
申
告
は�

1
月
31
日
（
月
）
ま
で
ま
で
で
す
で
す�
償
却
資
産

償
却
資
産
の
申
告
は

の
申
告
は�

1
月
31
日
（
月
）
ま
で
ま
で
で
す
で
す�
償
却
資
産
の
申
告
は�

1
月
31
日
（
月
）
ま
で
で
す�

2/1～2/28
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